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令和 5年 7月 5日 

海区漁業調整委員会事務局 

 

【報告】令和５年度全国海区漁業調整委員会連合会通常総会（第５９回） 

 

＜日時＞令和５年５月２６日（金） １３：００－１６：００ 

＜場所＞ベイサイドホテルアジュール竹芝１３階「飛鳥」（東京都港区海岸１丁目 11 番２号） 

＜出席者＞板倉会長、西村（鳥取県） 

        

＜内容＞ 

〇挨拶 

・静岡海区鈴木会長挨拶 

・水産庁管理調整課  城崎氏挨拶 

・全漁協連 三浦常務理事挨拶 

 

〇議長選出 

・静岡海区鈴木会長が議長に選出された。 

 

〇議事 

１． 令和４年度事業報告書、収支決算書及び剰余金処分案の承認について 

・事務局（静岡海区）から説明 

・新型コロナ感染症の影響による事業の中止、規模縮小に伴い、繰越金が過剰になったため特

例措置で R4年度会費の徴収をやめていた。R5年度は徴収あり。 

→意見なしで、原案のとおり承認 

 

２． 令和５年度事業計画書案及び収支予算書案の承認について 

・事務局（静岡海区）から説明 

→意見なしで、原案のとおり承認された。 

 

３．令和 5年度 全国海区漁業調整委員会連合会要望について（協議） 

・漁業調整を取り巻く諸問題の改善を図るため、各海区より提案のあった事項について、関係省

庁（農林水産省・水産庁、外務省、国土交通省海事局、海上保安庁）及び関係国会議員（衆議

院・参議院農林水産委員会委員長）へ要望するもの。 

・各事項について、事務局（静岡海区）から説明。 

・新規に追記した小項目が 7点（下記参照）、その他、各海区からの意見、要望を反映するため

の微修正、時点修正を行った。 

・各事項について、原案のとおり承認されたことから、本会議で承認を得た内容をもって、７月１１
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日(火)に中央要望活動を行うこととなった。 

 

 

＜令和 5年度 全国海区漁業調整委員会連合会要望項目＞ 

資料６－２のとおり 

 

＜新規要望課題＞ 

Ⅰ 海区漁業調整委員会制度について 

・新規なし 

Ⅱ 沿岸漁場の秩序維持について 

〇漁業監督吏員の資質向上 

漁業監督吏員の資質向上のための訓練・研修などを充実させる。 

〇違法漁獲物の流通に対する監視体制の強化 

 密漁された漁獲物の流通防止のため、監視体制を強化する。 

Ⅲ 太平洋クロマグロの資源管理について 

 〇沿岸くろまぐろ漁業のあり方について 

・承認制に係る事務取扱要領で認める都道府県や広域漁業調整委員会を跨ぐ承継承認のあり

方や承認の条件、運用の仕方等を見直す。 

  ・遊漁者の大型漁採捕の報告を徹底、迅速化し、国全体の資源保護に影響が及ばないよう強く

指導する旨を追加。 

Ⅳ 沿岸資源の適正な利用について 

〇AISを活用した事故防止・安全孤高の指導 

・沖合漁業の操業秩序の確立について、VMS航跡情報の運用・活用について国及び都道府

県における意見交換や検討の場を設ける。 

・AISが設置されている船舶については沿岸域で航行、操業する際は、AISを作動させ、事故

防止・安全航行に努めるよう指導する。 

Ⅴ 漁業法改正後の制度運用について 

 〇漁獲量を正確に把握する仕組みの整備 

  ・TAC魚種が漁協共販等の既存の管理体制を通さない場合でも正確な流通量を把握する仕

組みを整える。 

  ・新たな資源管理措置などについて、資源量推定のための十分な情報と精度が得られていな

い魚種や数量管理が困難または適さないと判断される魚種については、数量管理を行わな

いこと、漁業関係者と丁寧に議論し、理解と合意のもと進める。 

（意見）関係者等の理解と合意のもと、新たな資源管理を進めていくと記載がある。厳守していた

だきたい。（山口県瀬戸内海・森友会長） 

・選択的に漁獲ができない定置網等の網漁業や地先への来遊に依存する沿岸の零細漁業など

の経営体に配慮する。 

Ⅵ 外国漁船問題等について 

・新規なし  
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・地先沖合漁業を始めとする対ロ漁業の操業機会の確保推進、外交交渉による操業条件の緩

和と国による支援をより強化するよう修正。 

Ⅶ 海洋性レジャーとの調整等について 

 〇遊漁者に資源管理を行わせる体制整備 

・漁業者に対する操業規制との公平性を担保する観点から、遊漁者の組織化及び遊漁者に資

源管理を行わせるための法制度や体制整備を進める 

〇ミニボートの保険加入義務とゴムボートの保険対象化 

 ・ミニボートの保険加入義務化、ゴムボートの保険対象化を働きかける 

（補足） 

・スピアフィッシィングに対する規制強化について、日本海ブロックから国が管理するよう要望を

出していたが、水産庁からの回答としては、国が管理するのではなく、各県で対応してもらい

たいとのことだったので修正はなし。 

 

４．次期開催地について 

・次期開催地は東京都。 

・3年ごとに地方開催としており、次の地方開催は R7年。他 2年間は東京都で開催。 

 

５．その他 

 ・今年度の事務局長会議は、７月２７-２８日に北海道で開催予定。 

 

６．表彰 

 ・海区委員会に１０年以上就任した者を表彰している。 

 ・今年度は、一般表彰１０６名（来場は１３名）及び事務教職員ほう賞２名の計１０８名が受賞した。 




